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衆
議
院
議
員
平
岡
秀
夫
君
提
出
「
武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確

保
に
関
す
る
法
律
案
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
十
三
年
五
月
二
十
二
日
内
閣
衆
質
一
五
一
第
六
六
号
）
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
憲
法
第
六
十
六
条

第
二
項
に
い
う
「
文
民
」
と
は
「
国
の
武
力
組
織
に
職
業
上
の
地
位
を
有
し
な
い
者
」
を
指
す
も
の
と
解
さ
れ
、
政
府
と
し

て
は
、
憲
法
で
認
め
る
範
囲
内
に
あ
る
も
の
と
は
い
え
、
自
衛
隊
も
国
の
武
力
組
織
で
あ
る
以
上
、
自
衛
官
は
、
そ
の
職
に

あ
る
限
り
「
文
民
」
に
当
た
ら
な
い
が
、
元
自
衛
官
は
、
現
に
国
の
武
力
組
織
た
る
自
衛
隊
を
離
れ
、
自
衛
官
の
職
務
を
行

っ
て
い
な
い
以
上
、
「
文
民
」
に
当
た
る
と
解
し
て
き
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
武
力
攻
撃
事
態
に
至
っ
た
と
き
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
自
衛
官
を
退
職
し
、
現
に
自
衛
官
の
職
務
を
行

っ
て
い
な
い
者
を
防
衛
庁
長
官
に
任
命
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
者
が
旧
陸
海
軍
の
職
業
軍
人
の
経
歴
を
有
す
る
者
で
あ
っ

て
、
軍
国
主
義
的
思
想
に
深
く
染
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
な
い
限
り
、
憲
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
違
反
す
る

も
の
で
は
な
い
。

一
の
�
に
つ
い
て

一



今
国
会
に
提
出
し
て
い
る
武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す

る
法
律
案
（
以
下
「
法
案
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
一
項
に
い
う
「
対
処
基
本
方
針
が
定
め
ら
れ
た
と
き
」
と
は
、
法
案
第

九
条
第
五
項
に
定
め
る
内
閣
総
理
大
臣
が
作
成
し
た
武
力
攻
撃
事
態
へ
の
対
処
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
（
以
下
「
対
処
基

本
方
針
」
と
い
う
。
）
の
案
に
つ
い
て
の
閣
議
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
を
指
す
も
の
で
あ
る
。

対
処
基
本
方
針
に
つ
い
て
の
国
会
の
承
認
の
求
め
に
対
し
不
承
認
の
議
決
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
議
決
に
係
る
対
処
措

置
は
、
法
案
第
九
条
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
速
や
か
に
終
了
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
当
該
対

処
基
本
方
針
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
、
武
力
攻
撃
事
態
対
策
本
部
（
以
下
「
対
策
本
部
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
も
、
法
案
第
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、
政
府
と
し
て
は
、
国
会
の
意
思
が
、
対
処
基
本
方
針
の
一
部
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
も

の
で
あ
れ
ば
、
当
該
対
処
基
本
方
針
を
変
更
し
た
上
で
改
め
て
国
会
承
認
を
求
め
る
等
こ
れ
を
尊
重
し
て
対
応
す
る
こ
と
と

な
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
、
副
大
臣
は
、
そ
の
省
の
長
で
あ

二



る
大
臣
の
命
を
受
け
、
政
策
及
び
企
画
を
つ
か
さ
ど
り
、
政
務
を
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
内
閣
府
に
置
か
れ
る
副

大
臣
及
び
副
長
官
に
つ
い
て
も
、
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
九
条

第
三
項
に
、
同
様
の
職
務
内
容
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
内
閣
は
、
副
大
臣
及
び
防
衛
庁
副
長
官
に
、
そ
れ
ぞ

れ
そ
の
職
務
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い
者
を
任
命
す
る
こ
と
と
な
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

防
衛
庁
は
、
内
閣
府
設
置
法
第
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
機
関
に
該
当
し
、
法
案
第
二
条
第
三
号
に
基
づ
き
、
政
令

で
定
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
指
定
行
政
機
関
と
な
り
、
防
衛
庁
長
官
は
法
案
に
定
め
る
指
定
行
政
機
関
の
長
と
な
る
。

な
お
、
法
案
第
十
三
条
は
、
指
定
行
政
機
関
の
長
は
、
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
と
き
は
、
対
処
措
置
を
実
施
す
る
た
め

必
要
な
権
限
の
全
部
又
は
一
部
を
当
該
対
策
本
部
の
職
員
で
あ
る
当
該
指
定
行
政
機
関
の
職
員
等
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き

る
旨
を
定
め
て
い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

対
策
本
部
は
、
閣
議
決
定
さ
れ
た
対
処
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
指
定
行
政
機
関
、
地
方
公
共
団
体
及
び
指
定
公
共
機
関
が

実
施
す
る
対
処
措
置
に
関
す
る
総
合
的
な
推
進
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
対
策
本
部
に
お
け
る
意
思
決
定
は
、
対
策
本
部
長

三



（
法
案
第
十
一
条
第
一
項
の
「
対
策
本
部
長
」
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
う
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
際
に
は
必
要
に
応

じ
関
係
す
る
対
策
本
部
員
等
（
同
条
第
三
項
の
対
策
副
本
部
長
、
対
策
本
部
員
そ
の
他
の
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

意
見
を
聴
く
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
法
案
第
十
四
条
第
一
項
に
基
づ
く
総
合
調
整
に
つ
い
て
も
、
対
策
本
部
長
が
行
う
こ
と

と
な
る
が
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
関
係
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
及
び
関
係
す
る
指
定
公
共

機
関
が
申
し
出
た
意
見
を
聴
く
こ
と
は
も
と
よ
り
、
必
要
に
応
じ
関
係
す
る
対
策
本
部
員
等
の
意
見
を
聴
く
こ
と
と
な
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

内
閣
総
理
大
臣
が
法
案
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
指
示
を
し
、
又
は
自
ら
対
処
措
置
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当

該
指
示
又
は
対
処
措
置
の
実
施
に
関
す
る
対
策
本
部
長
の
求
め
に
応
じ
、
対
処
基
本
方
針
そ
の
他
の
閣
議
決
定
に
基
づ
き
、

内
閣
総
理
大
臣
が
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

法
案
第
七
条
の
「
国
の
方
針
」
と
は
、
法
案
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
政
府
が
定
め
る
対
処
基
本
方
針
の
こ
と
を
主
と
し

て
指
し
て
い
る
が
、
今
後
の
事
態
対
処
法
制
の
整
備
に
よ
り
、
そ
の
他
の
国
の
方
針
を
定
め
る
仕
組
み
が
創
設
さ
れ
る
こ
と

も
想
定
さ
れ
る
。

四



法
案
第
七
条
は
、
国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
役
割
分
担
に
つ
い
て
、
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ

り
、
地
方
公
共
団
体
に
義
務
を
課
す
も
の
で
は
な
い
。

二
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

法
案
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
指
示
に
つ
い
て
は
、
法
案
に
よ
っ
て
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
包

括
的
に
権
限
が
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
今
後
整
備
さ
れ
る
事
態
対
処
法
制
に
お
い
て
、
そ
の
実
施
を
指
示
す
る
こ
と

が
必
要
と
な
る
対
処
措
置
の
内
容
、
要
件
等
を
具
体
的
に
定
め
た
上
で
実
施
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
地
方
公
共
団
体
の
対
処
措
置
に
係
る
事
態
対
処
法
制
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
現
段
階
に
お
い

て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
指
示
の
内
容
を
具
体
的
に
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

二
の
�
に
つ
い
て

法
案
第
十
六
条
の
規
定
は
、
地
方
公
共
団
体
又
は
指
定
公
共
機
関
が
対
策
本
部
長
の
総
合
調
整
又
は
内
閣
総
理
大
臣
の
指

示
に
基
づ
い
て
対
処
措
置
を
実
施
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
当
該
措
置
の
実
施
に
よ
り
生
じ
た
損
失
に
つ
き
、
政
府
が
必
要
な

財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

対
処
措
置
を
的
確
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
政
上
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
法
案
第
二
十
一
条
第
四
項
に
基
づ
き
、
今

五



後
の
事
態
対
処
法
制
の
整
備
に
当
た
り
、
検
討
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

法
案
第
二
十
四
条
の
「
緊
急
事
態
」
と
は
、
武
力
攻
撃
に
当
た
ら
な
い
大
規
模
テ
ロ
や
武
装
不
審
船
事
案
の
よ
う
な
、
国

及
び
国
民
の
安
全
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
緊
急
事
態
を
い
う
。

三
の
�
に
つ
い
て

武
力
攻
撃
事
態
以
外
の
緊
急
事
態
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
警
察
・
海
上
保
安
関
係
法
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年

法
律
第
百
六
十
五
号
）
、
災
害
対
策
関
係
法
等
に
よ
っ
て
対
処
態
勢
を
整
え
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
、
こ

れ
を
一
層
改
善
・
強
化
す
る
た
め
、
法
制
面
の
検
討
を
含
め
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

緊
急
事
態
へ
の
対
処
態
勢
は
情
勢
に
応
じ
て
不
断
に
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
措
置
に
つ
い
て

は
、
期
限
を
設
定
し
て
い
な
い
が
速
や
か
に
検
討
を
行
い
、
結
果
を
得
ら
れ
た
も
の
か
ら
随
時
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
。

三
の
�
に
つ
い
て

法
案
は
、
武
力
攻
撃
事
態
と
い
う
国
及
び
国
民
に
と
っ
て
最
も
緊
急
か
つ
重
大
な
事
態
へ
の
対
処
を
中
心
に
国
全
体
と
し

六



て
の
基
本
的
な
危
機
管
理
態
勢
の
整
備
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
究
極
の
目
的
は
「
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及

び
国
民
の
安
全
の
確
保
」
に
あ
る
。
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
武
力
攻
撃
事
態
へ
の
対
処
の
た
め
の
態
勢
を
整
え

る
だ
け
で
な
く
、
武
力
攻
撃
事
態
以
外
の
国
及
び
国
民
の
安
全
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
緊
急
事
態
に
つ
い
て
も
必
要
な
施

策
が
講
ぜ
ら
れ
る
必
要
が
あ
り
、
こ
の
た
め
、
法
案
第
二
十
四
条
に
お
い
て
、
武
力
攻
撃
事
態
以
外
の
国
及
び
国
民
の
安
全

に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
緊
急
事
態
へ
の
対
処
を
迅
速
か
つ
的
確
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
旨
規
定
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

法
案
は
、
政
府
が
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
二
年
以
内
を
目
標
と
し
て
、
関
連
法
案
の
作
成
、
提
出
等
事
態
対
処
法

制
の
整
備
を
実
施
す
べ
き
旨
を
定
め
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
国
会
の
立
法
権
限
を
制
約
す
る
も
の
で
は
な
い
。

四
の
�
に
つ
い
て

自
衛
隊
法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
防
衛
出
動
を
命
ぜ
ら
れ
た
自
衛
隊
は
、
我
が
国
を
防
衛
す
る
た
め
、
同
法

第
八
十
八
条
に
基
づ
き
、
国
際
の
法
規
及
び
慣
例
に
よ
る
べ
き
場
合
に
あ
っ
て
は
こ
れ
を
遵
守
し
、
か
つ
、
事
態
に
応
じ
合

理
的
に
必
要
と
判
断
さ
れ
る
限
度
内
に
お
い
て
、
必
要
な
武
力
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

七



そ
も
そ
も
、
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
が
行
わ
れ
る
際
に
は
、
相
手
方
は
地
域
に
と
ら
わ
れ
ず
全
く
自
由
な
作
戦
行
動
を
と

り
、
国
民
の
生
命
や
財
産
を
脅
か
す
も
の
で
あ
り
、
自
衛
隊
は
、
国
民
の
生
命
や
財
産
を
守
る
た
め
、
敵
を
排
除
す
る
と
い

う
戦
闘
行
為
を
行
う
こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
戦
闘
行
為
に
際
し
、
自
衛
隊
が
敵
を
排
除
す
る
た
め
に
状
況
に
応
じ
て
、
例
え
ば
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年

法
律
第
百
八
十
号
）
上
の
道
路
に
関
す
る
工
事
や
道
路
の
維
持
に
当
た
る
行
為
を
行
う
こ
と
も
、
武
力
の
行
使
の
一
環
と
し

て
、
自
衛
隊
法
第
八
十
八
条
の
認
め
る
も
の
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
り
、
同
条
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、

行
政
法
規
等
の
国
内
法
令
に
従
え
な
い
場
合
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
同
条
に
基
づ
く
正
当
な
行
為
と
し
て
許
さ
れ
る
も

の
と
考
え
て
い
る
。

他
方
、
武
力
の
行
使
以
外
の
場
面
に
お
い
て
は
、
行
政
法
規
等
の
法
令
を
遵
守
す
べ
き
は
当
然
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

武
力
攻
撃
に
よ
る
国
民
の
被
害
に
は
様
々
な
場
合
が
あ
り
、
個
別
具
体
的
な
判
断
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
こ
の
よ
う
な
被
害
に
対
す
る
補
償
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
武
力
攻
撃
事
態
終
了
後
の
復
興
施
策
の
在
り
方
の
一
環
と
し

て
、
政
府
全
体
で
検
討
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

八


